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1-1．経営戦略見直しの趣旨 

本町の下水道処理人口普及率（本町の人口のうち下水道を利用することができる住民の

割合）は、令和3(2021)年度末で64.8％となっており、全国や愛知県の平均を下回る低い

水準にあります。これは、流域関連公共下水道事業として平成21(2009)年度末から供用開

始しており、経過年数が浅いことによります。 

こうしたことから、公共用水域の水質保全を目指して、早期に下水道施設の未普及地域

の解消を推進していくことが求められています。 

一方で、近年の下水道事業を取り巻く環境が厳しく、人口減少や節水機器の普及等によ

り将来的に下水道使用料収入は減少傾向をたどり、経営環境がより厳しくなることが予想

されます。 

このような状況の中、将来にわたって安定的に事業を継続していくために、平成30(2018)

年3月に「蟹江町下水道経営戦略」を策定しました。 

現在、策定から5年が経過したことから、これまでの取組を評価するとともに、この間、

新たに策定した「蟹江町汚水適正処理構想」、「蟹江町下水道ストックマネジメント計画」

に基づく投資計画の反映や、様々な社会情勢の変化に伴う財政計画の見直し等を踏まえた

実効性のある計画とするため、本経営戦略を見直すこととしました。 

 

1-2．計画期間 

経営戦略の計画期間は、令和5(2023)年度から令和14(2032)年度までの10年間とします。 

また、長期目標を設定するために、複数の検討パターンによる可能な限り長期間の将

来試算（令和5(2023)年度から令和54(2072)年度までの50年間）を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 経営戦略の概要 

計画期間：令和 5(2023)年度～令和 14(2032)年度 

試算期間：令和 5(2023)年度～令和 54(2072)年度 
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1-3．経営戦略見直しの経緯 

下水道事業を将来にわたって安定的に継続していくためには、実情に対応した中長

期的な視野に立った経営の基本計画である「経営戦略」を策定し、それに基づき施設、

財務、組織、人材等の経営基盤を強化することが必要となります。 

そのため、総務省は「公営企業の経営戦略の策定等に関する研究会」を開催し、公

営企業のあり方について検討を行い、その結果である報告書を平成26(2014)年3月にま

とめられました。 

その後、平成28(2016)年1月に「経営戦略策定ガイドライン」が策定され、平成

31(2019)年3月には「経営戦略の策定・改定の更なる推進について」の通達により、策

定済みの「経営戦略」についてPDCAサイクルを通じて質を向上させるため「経営戦略

策定・改定ガイドライン」及び「経営戦略策定・改定マニュアル」が公表されました。 

さらに、令和4(2022)年1月「経営戦略の改定推進について」では、質を向上させる

ための取組として、人口減少や物価上昇等を反映した経営戦略の見直しを令和7(2025)

年度までにするように要請している。 

 
図1 経営戦略策定に関する国の動き 
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2-1．蟹江町の概要 

蟹江町は、愛知県の西南部に位

置し、東は名古屋市、北は津島市、

あま市、西は愛西市、南は弥富市

に接しており、蟹江川・日光川・

福田川が南北に流れ、それぞれが

伊勢湾に注いでいます。 

行政総面積の11.09km2全域が

海抜ゼロメートル地帯であり、大

小の河川面積が総面積の5分の1

を占めています。名古屋市の西側

に隣接し、名古屋駅まで町中央部

を東西に走る近鉄名古屋線及び

JR関西本線で10分足らずと、交通

利便のいい地域であります。 

 

2-2．公共下水道事業の概要 

（１）事業の現況 

本町の公共下水道事業は、平成14(2002)年度から日光川下流流域関連公共下水道として

事業に着手し、平成21(2009)年度末の供用開始以降、今日まで鋭意事業の進捗に努めてい

ます。令和3(2021)年度末時点において、下水道計画区域669.0haのうち317.1haの区域で

管きょ整備が完了しています。市街化区域では、下水道計画区域415.0haのうち76％の区

域で管きょ整備が完了していますが、市街化調整区域では管きょ整備が進んでいない状況

であります。また、令和3(2021)年度末における管きょ未整備の区域は351.9haであり、今

後も汚水処理の普及に向けて管きょ整備に努めるものとしています。 

整備方針図として汚水適正処理構想図を次頁の図3に示します。 

 

表1 公共下水道の整備状況（令和3(2021)年度） 

 

※近鉄富吉駅南地区土地区画整理事業に伴い、下水道計画区域を 9.1ha 拡大する予定です。    

 

 

下水道計画区域 415.0 (100%) 254.0 (100%) 669.0 (100%)

整備済区域 317.1 (76%) 0.0 (0%) 317.1 (47%)

未整備区域 97.9 (24%) 254.0 (100%) 351.9 (53%)

合計
市街化調整

区域
市街化
区域

※

第２章 蟹江町下水道事業の概要 

図 2 本町の位置図 
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図 3 汚水適正処理構想図 
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① 施設 

※1「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。 

「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、

広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執

行する場合（使用料徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。 

「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件

に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指

す。 

※2「法適」とは、地方公営企業法を適用した事業であることを示す。「非適」とは、地方公営企業法を適用してない事業

であることを示す。「全部適用」とは、地方公営企業法をすべて適用していることを示す。「一部適用」とは、地方公営

企業法の財務規定のみ適用していることを示す。 

 

② 使用料（税抜き） 

※3 条例上の使用料とは、一般家庭における20m3/月の使用料をいう。 

※4 実質的な使用料とは、使用料収入の合計を有収水量の合計で除した値に20m3を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を

含む）をいう。 

供 用 開 始 年 度 

（供用開始後年数） 

平成22年3月31日 

(供用開始後12年） 

法適※2 

（全部適用・一部適用） 

非適の区分 

法適 

（一部適用） 

処理区域内人口密度  
令和3(2021)年度末 

75.8人/ha 

流域下水道等への   

接続の有無 
有 

処 理 区 数 1処理区（日光川下流処理区） 

処 理 場 数 1（流域下水道） 

広域化・共同化・最適化 

実施状況 ※1 
愛知県による広域化・共同化計画の枠組みに参画 

一般家庭用使用料

体系の概要・考え方 

 応益負担と応能負担の双方の均衡を図る観点から使用料を設定し

ています。すなわち、単身世帯等の使用量が少なく施設・設備に負

担の小さい、また、概して所得総額が相対的に低い使用者に対して

は、基本使用料を低く設定しています。この考え方を使用量に応じ

て併行的に適用し、大口利用者には単価を高く設定しています。 

基本使用料    10m3まで     1,100円 

超過使用料 11m3～ 20m3まで 1m3につき150円 

        21m3～ 40m3まで 1m3につき180円 

        41m3～500m3まで 1m3につき210円 

           501m3以上 1m3につき240円 

業務用使用料体系の

概要・考え方 

一般家庭と同様に使用量に比例した負担を求めていますが、一般

用と業務用で別の使用量体系は採用していません。 

その他の使用料体系 

の概要・考え方 

公衆浴場については、事業の性質上、単価を低く設定しています。 

一時使用については、応益負担の考えを重視し、単価を高く設定し

ています。 

公衆浴場 基本使用料：1,100円 

       従量使用料：1m3につき40円 

一時使用 使用料  ：1m3につき300円 

条例上の使用料 ※3

（20m3/月） 

※過去3年度分 

令和元年度 2,600円 実質的な使用料 ※4

（20m3/月） 

※過去3年度分 

令和元年度 2,969円 

令和2年度  2,600円 令和2年度  2,911円 

令和3年度  2,600円 令和3年度  2,930円 
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③ 組織 

 

（２）民間活力の活用等 

※5「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源（資産を含む）を用いた収入増につ

ながる取組を指す。 

※6「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単

純な売却は除く）。 

 

  

職 員 数 5人 

事業運営組織 上下水道部 － 下水道課 － 計画係、管理係、建設係 

民間活用の状況 

ア 民間委託 

（包括的民間委託を含む） 

供用開始から12年しか経過して

いないため、現在は下水道施設の未

普及地域の整備を図っており、ま

た、処理場も有していないため未検

討です。 

イ 指定管理者制度 

供用開始から12年しか経過して

いないため、現在は下水道施設の未

普及地域の整備を図っており、ま

た、処理場も有していないため未検

討です。 

ウ PPP・PFI 

供用開始から12年しか経過して

いないため、現在は下水道施設の未

普及地域の整備を図っており、ま

た、処理場も有していないため未検

討です。 

資産活用の状況 

ア エネルギー利用 

（下水熱・下水汚泥・発電等）※5 

供用開始から12年しか経過して

いないため、現在は下水道施設の未

普及地域の整備を図っており、汚水

量も少なく費用対効果が見込めな

いため未検討です。 

イ 土地・施設等利用 

（未利用土地・施設の活用等）※6 

土地、施設を有していないため未

検討です。 
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2-3．経営比較分析表を活用した現状分析 

（１）比較団体の選定 

総務省による「経営比較分析表※1」を基に、収益的収支比率、企業債残高対事業規

模比率、経費回収率、汚水処理原価、施設利用率及び水洗化率の各経営指標を類似団

体と比較して経営の健全性、効率性の確認を行いました。 

類似団体とは、「処理区域内人口」、「処理区域内人口密度」、「供用開始後年数」

の3要素が似通った市町村です。以下に類似団体区分を示します。 

これによると本町の類型区分は、「Cb3」に属しており、本町を含めて12団体が該当

します。 

指標の分析に際しては、上記の類型区分に加えて、法適用区分及び事業区分を踏ま

えて本町を除く8団体（次頁の図4参照）を対象に、本町と経営指標を比較し現状分析

を実施しました。 

   ※1 経営比較分析表 

    各事業が自らの経営の現状や課題等を客観的に把握すること等を目的に総務省

がとりまとめを行っているものです。公表期日の関係から令和2(2020)年度版が最

新となるため、経営指標による現状分析については、令和2(2020)年度を基準とし

て評価しています。 

 

   表2 経営比較分析表の類似団体区分 

 
出典：令和2(2020)年度決算 経営比較分析表（下水道事業）類似団体一覧（総務省Webｻｲﾄ） 

処理区域内
人口区分

処理区域内
人口密度区分

供用開始後
年数別区分

 類型区分 団体数 備考

政令市等 政令市等 21

100人/ha以上 Aa 35

75人/ha以上 Ab 29

30年以上 Ac1 49

30年未満 Ac2 3

50人/ha未満 Ad 55

100人/ha以上 Ba 7

30年以上 Bb1 24

30年未満 Bb2 3

30年以上 Bc1 56

30年未満 Bc2 19

30年以上 Bd1 147

30年未満 Bd2 30

75人/ha以上 Ca 2

30年以上 Cb1 22

15年以上 Cb2 24

15年未満 Cb3 12 蟹江町を含む

30年以上 Cc1 131

15年以上 Cc2 181

15年未満 Cc3 30

30年以上 Cd1 89

15年以上 Cd2 195

15年未満 Cd3 12

1,176

10万以上
50人/ha以上

3万以上

75人/ha以上

50人/ha以上

50人/ha未満

合　計

3万未満

50人/ha以上

25人/ha以上

25人/ha未満
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   図4 類似団体の選定フロー 

 

※ 総務省による3つの指標、法適用区分・事業区分にて分類、比較団体は8団体 以下参照 

愛知県愛西市、清須市、弥富市、あま市、扶桑町、大治町、蟹江町 

奈良県平群町、徳島県北島町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②

事業区分が流域関連公共

下水道であるか。

類似団体区分Ｃｂ３

の団体の確認

流域関連公共

下水道である。

流域関連公共

下水道ではない。

比較団体として

不採用

①

法適用しているか。

法適用

法非適用

比較団体として

採用

10団体

2団体

9団体

1団体

12団体

比較団体として

不採用
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（２）経営指標による現状分析 

① 経常収支比率 

経常収支比率とは、使用料収入や一

般会計からの繰入金等の総収益に対し

て、維持管理費や支払い利息等の費用

をどの程度賄えているかを表す指標で

す。当該指標については、単年度の収

支が黒字であることを示す100％以上

となることが望ましいとされています。 

本町における令和2(2020)年度の経

常収支比率は約126％であり、本町を除

く8団体の平均値約106％よりも高く、

類似団体の中で最も高い値となります。 

今後も安定的に100％以上を維持できるように、総収益の増加（接続促進による水洗化率

の向上等）、総費用の削減（汚水処理原価の低減等）に努めます。 

 
 

経常収支比率 ＝ 総収益 ／（汚水処理費 ＋ 地方債償還金）× 100 
 

 

② 累積欠損金比率 

累積欠損金比率とは、営業収益に対

する営業活動により生じた損失で、経

年的に累積した損失の状況を示す指標

です。当該指標については、累積欠損

金が発生していない状況である0％で

あることが求められています。 

本町における令和2(2020)年度の累

積欠損金比率は0％であり、類似団体に

よって差が大きくみられますが、本町

を除く8団体の平均値約50％よりも低

い値となります。今後も累積欠損金を発生させないように、使用料収入の確保に努めます。 

 
 

累積欠損金比率 ＝ 当年度末未処理欠損金 ／ （営業収益 - 受託工事収益）× 100 
 
 

  

図5 経常収支比率（単年度の収支） 
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図 6 累積欠損金比率（累積欠損） 
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③ 流動比率 

流動比率とは、短期的な債務に対

する支払能力を表す指標です。当該

指標については、当該指標について

は、1年以内に支払うべき債務に対し

て支払うことができる現金等がある

状況を示す100%以上であることが求

められています。 

本町における令和2(2020)年度の

流動比率は、約331％であり、本町を

除く8団体の平均値約126％よりも高

い値となります。 

本町は、平成21(2009)年度末から下水道事業を供用開始しており、管きょ整備から経

過年数が浅いため、流動負債が少なく流動比率が高い値となります。 

 
 

流動比率 ＝ 流動資産 ／ 流動負債 × 100 
 

 

④ 企業債残高対事業規模比率 

企業債残高対事業規模比率とは、使

用料収入に対する企業債残高（管きょ

施設を含む汚水処理施設の建設時の

借金）の割合であり、企業債残高の規

模を表す指標です。当該指標について

は、低いほど経営的には好ましいです

が明確な基準はないため、類似団体と

の比較により、本町の置かれている状

況を把握・分析することになります。 

本町における令和2(2020)年度の企業債残高対事業規模比率は約1,133％であり、本町

を除く8団体の平均値約2,898％よりも低い値となります。 

本町は、平成21(2009)年度末から下水道事業を供用開始しており、管きょ整備から経

過年数が浅く、今後も未普及解消に向けて管きょ整備を進めていくことから、企業債残

高対事業規模比率は増加する傾向になると予想されます。 

 

 
企業債残高対事業規模比率 ＝ 地方債現在高合計 ／ 営業収益 × 100 
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図 7 流動比率（支払能力） 
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⑤ 経費回収率 

経費回収率とは、使用料で回収すべ

き経費を、どの程度使用料で賄えてい

るかを表した指標であり、使用料水準

等を評価することが可能となります。

当該指標については、100％以上を目

標とすることが好ましいとされてま

す。 

 本町における令和2(2020)年度の経

費回収率は約93％であり、100％に達

していないが、本町を除く8団体の平

均値約77％よりも高い値となります。 

経費回収率が100％以上となるように、今後も経費回収率の向上に努めていきます。 

 
 

経費回収率 ＝ 使用料 ／ 汚水処理費（公費負担分を除く）× 100 
 

 

⑥ 汚水処理原価 

汚水処理原価とは、有収水量１ 

当たりの汚水処理に要した費用であ

り、汚水資本費（管きょ施設を含む

汚水処理施設の建設費のうち使用料

として回収すべき費用）及び汚水維

持管理費の両方を含めた汚水処理に

係るコストを表した指標です。当該

指標については、低いほど好ましい

ですが明確な数値基準はないと考え

られます。したがって、経年比較や類

似団体との比較等により本町の置かれている状況を把握し、効率的な汚水処理が実施さ

れているか分析する必要があります。 

本町における令和2(2020)年度の汚水処理原価は約156円であり、本町を除く8団体の

平均値約200円よりも低い値となります。引き続き、投資の効率化や維持管理費の削減、

水洗化率の向上による経営改善に努めます。 

 

汚水処理原価 ＝ 汚水処理費（公費負担分を除く）／ 年間有収水量 
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図 9 経費回収率（使用料水準の適切性） 

図 10 汚水処理原価（費用の効率性） 
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⑦ 施設利用率 

施設利用率とは、施設・設備が一

日に対応可能な処理能力に対する、

一日平均処理水量の割合であり、施

設の利用状況や適正規模を判断する

指標です。当該指標については、高

い数値が望まれますが明確な数値基

準はないと考えられます。 

本町は流域関連公共下水道であり、

処理施設を有していないため、当該

指標は該当しません。 

 

施設利用率 ＝ 晴天時一日平均処理水量 ／ 晴天時現在処理能力 

 

 

⑧ 水洗化率 

水洗化率とは、現在処理区域内人

口のうち、実際に水洗便所を設置し

て汚水処理している人口の割合を表

した指標です。当該指標については、

公共用水域の水質保全や、使用料収

入の増加等の観点から100％となっ

ていることが望ましいです。 

本町における令和2(2020)年度の

水洗化率は約69％であり、本町を除

く8団体の平均値約62％よりも高い値

となります。 

なお、水洗化率の向上は、使用料収入の増加に直結し、経費回収率の改善に寄与する

ため、今後も積極的に下水道接続の推進に取り組んでいきます。 

 

水洗化率 ＝ 現在水洗便所設置済人口 ／ 現在処理区域内人口 × 100 
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図 11 施設利用率（施設の効率性） 

図 12 水洗化率（使用料対象の捕捉） 
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⑨ 有形固定資産減価償却率 

有形固定資産減価償却率とは、有

形固定資産のうち償却対象資産の減

価償却がどの程度進んでいる（資産

の老朽化度合）かを表す指標です。

当該指標については、数値が高いほ

ど法定耐用年数に近い資産が多いこ

とを示していますが明確な数値基準

はないと考えられます。 

したがって、経年比較や類似団体

との比較等により本町の置かれてい

る状況を把握し、効率的な汚水処理が実施されているか分析する必要があります。 

本町における令和2(2020)年度の有形固定資産減価償却率は約6.4％であり、本町を除

く8団体の平均値約5.8％よりも高い値となります。本町の有形固定資産減価償却率は、

平成29(2017)年度に公営企業会計に移行してから4年しか経過しておらず（令和2(2020)

年度時点）、帳簿原価に対する減価償却累計額の割合が小さくなっています。今後は、

減価償却累計額が年々増加し、将来の改築（更新・長寿命化）が必要な資産が多くなっ

ていくと予想されます。 

 
有形固定資産減価償却率  
＝ 有形固定資産減価償却累計額 ／ 有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価 × 100 

 

 

⑩ 管きょ老朽化率 

管きょ老朽化率とは、法定耐用年数

を超えた管きょ延長の割合（管きょの

老朽化度合）を表した指標です。当該

指標については、高いほど法定耐用年

数を経過した管きょを多く保有して

おり、管きょの改築等の必要性を推測

することができますが、明確な数値基

準はないと考えられます。したがって、

経年比較や類似団体との比較等によ

り本町の置かれている状況を把握し、効率的な汚水処理が実施されているか分析する必

要があります。 

しかし、本町を含む9団体の管きょ老朽化率は0％です。本町及び類似8団体は供用開始

から15年未満であり経過年数が浅く、管きょは比較的新しい状態であるため、管きょは

老朽化していないと判断します。  

 
管きょ老朽化率 ＝ 法定耐用年数を経過した管きょ延長 ／ 下水道布設延長 × 100 
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図 13 有形固定資産減価償却率 

      （施設全体の減価償却の状況） 

図 14 管きょ老朽化率（管きょの老朽化状況）
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⑪ 管きょ改善率 

管きょ改善率とは、当該年度に更新

した管きょ延長の割合を表しており、

管きょの更新ペースや状況を把握で

きる指標です。当該指標については、

例えば数値が2％の場合すべての管き

ょを更新するのに50年かかる更新ペ

ースであることが把握できます。 

本町における令和2(2020)年度の管

きょ改善率は0％（改善した管きょな

し）であり、本町を除く8団体の平均

値約0.04％よりも低い値となります。管きょ施設の法定耐用年数は50年であり、管きょ

整備から経過年数が浅いため、管きょ改善率は0％となっています。 

 
 

管きょ改善率 ＝ 改善（更新・改良・維持）管きょ延長 ／ 下水道布設延長 × 100 
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図 15 管きょ改善率 

 （管きょの更新投資・老朽化対策の実施状況）
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3-1．行政区域内人口と処理区域内人口の予測 

（１）処理区域内人口の予測 

将来行政区域内人口については、令和3(2021)年3月に策定された「第5次蟹江町総合

計画」の将来人口を基に人口増減率を設定し、令和3(2021)年度の行政区域内人口に乗

じて推計しました。その他の上位計画・関連計画では、策定年月日が古く、令和3(2021)

年度末の推計人口が令和3(2021)年度末現在の人口を大きく下回っていたため、総合計

画を基とした将来推計を行いました。この推計では、実績値がピークとなり、令和

3(2021)年度の行政区域内人口約37,100人から減少を続け、令和14(2032)年度には、約

36,800人となります。計画期間10年間で約300人が減少する推計結果となります。 

将来処理区域内人口については、令和3(2021)年度末現在の処理区域内人口に管きょ

整備人口を計上し、総合計画を基に設定した人口増減率を乗じて推計しました。管き

ょ整備を促進することで年々増加し、令和3(2021)年度の約24,000人から10年間で約

7,700人の増加が見込まれ、令和14(2032)年度では約31,700人となる見込みです。 

 
 

将来処理区域内人口 
  ＝（令和3(2021)年度末の処理区域内人口 ＋ 令和4(2022)年度以降の整備人口） 

× 人口増減率 

 

 

 

図16 行政区域内人口・処理区域内人口の推計結果 

 

 

 

 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

行政区域内人口 37,376 37,086 37,077 37,068 37,059 37,049 37,012 36,975 36,938 36,901 36,863 36,826 36,789

処理区域内人口 22,065 24,033 24,647 25,239 25,619 25,912 27,039 28,162 29,113 29,758 30,402 31,045 31,686
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（２）水洗化人口の見通し 

   水洗化人口については、整備人口に水洗化率を乗じて算出しました。将来の水洗化

人口は、管きょ整備に伴い増加する見込みです。 

   水洗化率については、実績推移を考慮して設定しています。 

 

水洗化人口 ＝ 整備人口 × 水洗化率 

 

 

図17 水洗化人口の見通し 
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3-2．有収水量の予測 

有収水量については、管きょ整備面積の増加、接続人口の増加等の要因により増加

を続ける見込みとなっています。有収水量については、以下の手順で算定しています。 

    

・整備区域内人口は、管きょ整備面積と人口密度を基に算定しました。 

・水洗化人口は、各年度の整備人口に水洗化率を乗じて算定しました。水洗化率

は実績値より算定した結果、計画期間に66％から75％へ上昇するものとなりま

した。 

・流入汚水量は、1人あたりの汚水量原単位と水洗化人口を基に算定しました。汚

水量原単位は実績相当の値としました。 

 

 

図18 有収水量と管きょ整備済み面積の推計結果 
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3-3．使用料収入と水洗化率の見通し 

使用料収入については、「有収水量」×「使用料単価」にて推計しており、管きょ

整備に伴い増加する見込みです。使用料単価は、令和3(2021)年度値を採用し、使用料

の改定については見込んでいません。 

水洗化率については、これまでと同様に啓発活動や「公共下水道整備接続促進費補

助金制度」を続け、目標年度である令和14(2032)年度で約76％となる見込みです。 

 

 

図19 使用料収入と水洗化率の推計結果 

 

3-4．施設の見通し 

（１）管きょ 
管きょ整備は、令和3(2021)年度までに全体計画区域の47％の整備が完了しています。

そのうち市街化区域は、全体計画区域の76％が整備済みであるのに対し、市街化調整

区域は整備が進んでいない状況にあります。今後は、国による10年概成の方針を踏ま

えつつ、下水道施設の未普及地域の早期整備を図るものとします。 

 

（２）処理場・ポンプ場 

蟹江町では日光川下流流域下水道へ接続しているため、町の管理する処理場・ポン

プ場はありません。 

 

3-5．組織の見通し 

下水道課は5人の職員で公共下水道事業を運営しています。経営戦略の計画期間内に

おいては、現状の組織体制を維持しつつ、管きょ整備の拡大、下水道施設の維持管理

に対応できるような取組を進めます。 
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4-1．公共下水道の役割 

公共下水道の役割は、大きく分けて「公衆衛生の向上」と「公共用水域の水質保全」

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2．経営戦略における基本方針 

本町下水道事業では、「4-1.公共下水道の役割」を持続させるために、以下の4つを

基本方針として掲げます。 

 

未普及地域の解消に

向けた管きょ整備促

進 

下水道施設の未普及地域の解消に向けて、管きょ整備を促

進し、公共用水域の水質保全とともに使用料収入の確保に努

めます。管きょ整備においては、これまでと同様に低コスト

技術導入によるコスト縮減を図ります。 

ストックマネジメン

ト計画に基づく計画

的かつ効率的な点

検・調査の実施 

持続可能な下水道事業の実現に向けて、長期的な視点で下

水道事業を計画的かつ効率的に管理するために、管きょ点

検・調査を実施し、施設の延命化に努めます。 

水洗化の促進による

下水道経営の安定化 

公共用水域の水質保全のため、接続促進のための資料を各

戸配布・戸別訪問や「公共下水道接続促進費補助金制度」を

続け、未接続者への接続促進に努めていきます。 

収入の確保と負担の

適正化 

財政基盤の強化のため、収入の確保と他会計繰入金の適正

化を図ります。収入の確保のため使用料、受益者負担金を確

実に収入するとともに、国庫補助金や企業債の資金を適切に

調達します。 

 また、広域化・共同化によるハード・ソフト対策に取り組

み、執行体制の確保や効率的な運営を行うことでコスト縮減

に努めます。 

第４章 経営の基本方針

公衆衛生の向上 

 トイレ・風呂・炊事・洗濯等による生活排水を下水道に流すこと

により、清潔で衛生的な生活ができます。 

 

公共用水域の水質保全 

 集まった汚水を処理場で適切に浄化して川に戻すことにより、川

や海の水質が保全できます。 
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5-1．投資・財政計画（収支計画） 

（１）経営戦略における目標 

以下のとおり計画期間内の目標を定め、その達成に努めます。 

 

経費回収率90％以上の確保に努めます 

公共下水道事業は本町の発展に大きく貢献しており、事業着手からこれまでに多く

の投資を行ってきています。その結果、回収すべき経費も上昇しており、経費回収率

は約93％（参考：類似団体平均は約77％）にとどまっています。今後も計画期間内に

管きょ整備を予定しており、経費回収率の改善は困難な状況ですが、計画期間内の目

標として、90％以上の確保に努めます。 

 

水洗化率75％を目指します 

本町の公共下水道事業の水洗化率は、供用開始区域の拡大に努めているため、概ね

横ばい傾向で約69％に達しています。今後もこの傾向が続くことが予測されますが、

計画期間内には約75％を目指して公共下水道への接続の促進に努めます。 

 

施設の延命化を図ります 

令和4(2022)年度に策定した「蟹江町下水道ストックマネジメント計画」に基づき、

管きょの計画的な点検・調査、修繕・改築等を実施することにより、施設の延命化を

図りコスト削減に努めます。なお、管きょの点検・調査については、日光川下流流域

管内で共同発注を行うことで合理的な取組を目指します。 

 

他会計繰入金を抑制します 

公共下水道事業は、その公共性から他会計繰入金も財源の一部となっているのが現

状です。多くの投資が必要となる中、町全体の財政の負担にならないように、総務省

通達にて定められている繰出基準から外れる他会計繰入金（基準外繰入）の抑制に努

めます。 

 

（２）投資・財政の見通し（税込み） 

上記の目標を達成するため策定した「投資・財政計画（収支計画）」を、26、27ペ

ージに示します。 

  

第５章 投資・財政計画（収支計画）
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5-2．投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

（１）収支計画のうち投資についての説明 

投資額については、主に施設の建設にかかる費用（建設改良費）と企業債償還金を計上

しています。 

 

■投資額の主な内訳 

建設改良費 

管きょ整備費用、流域下水道建設負担金、職員給与費を計上しています。管き

ょは比較的新しいため、計画期間内に改築更新費は計上していません。また、近

年の物価変動を考慮して、計画期間内において物価上昇を見込んでいます。 

企業債償還金 

令和3(2021)年度までに発行済みの企業債に係る償還金に、上記建設改良費の

財源として起債予定の企業債に係る償還金を加えて推計しています。 

 

（２）収支計画のうち財源についての説明 

計画期間である令和14(2032)年度まで、引き続き管きょ整備を実施していくことから、

供用開始予定の人口、水洗化率の向上を見込み、使用料収入を算出しています。また、事

業費に対する国庫補助金、企業債等の財源も適切に見込んでいます。 

 

■収入の主な内訳 

使用料（使用料収入） 

有収水量を推定し、最新の使用料単価（使用料収入／有収水量）の実績を乗じ

て推計しています。使用料収入は施設の維持管理費の他、企業債償還金にも充当

します。 

国庫補助金 

国（県）による交付金が見込める事業（主に建設事業）に関しては、交付金を

見込んでいます。 

他会計繰入金 

一般会計からの繰入金を見込んでいます。総務省から通知される繰出基準を踏

まえて推計しています。 

長期前受金戻入 

固定資産の取得に充てるために交付を受けた補助金等を一旦、繰延収益（長期

前受金）として貸借対照表の負債の部に計上し、取得した固定資産の減価償却に

見合う分を毎年度取り崩して収益に計上しています。 

受益者負担金 

新たに公共下水道の整備により利益を受ける住民の方に、建設費用の一部を受

益者負担金として負担していただいています。 
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（３）収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

収支計画のうち投資にかかる建設改良費以外の経費については、過去の投資状況及

び今後の事業計画を踏まえ、支出項目別に検討を行いました。計画策定にあたって前

提とした主な内容は、次のとおりです。 

 

■収支計画のうち投資以外の経費に関する説明 

営業費用（職員給与費） 

下水道課は5人の職員で公共下水道事業を運営しており、計画期間内について

は現状の組織体制を維持しつつ、管きょ整備の拡大、下水道施設の維持管理に

対応するため、令和4(2022)年度の予算形態に倣って整理しています。 

営業費用（その他） 

主に施設の維持管理費、その他経費を計上しています。汚水処理水量に比例

する傾向にあるものと、そうでないものに分け、前者については処理水量当た

りの費用の実績平均値に処理水量を乗じて算出し、後者については費用の実績

平均値で将来値を推計しています。 

営業外費用（支払利息） 

投資額及び企業債の発行額を把握しているため適正に計上しています。なお、

近年の借入利率は実績で年利0.8％ですが、今回の検討では、昨今の金融情勢が

不透明であることを考慮して借入利率を年利2.0％、償還期間を40年としていま

す。 

営業外費用（接続促進費） 

接続促進費として公共下水道整備接続促進費、浄化槽雨水貯留施設転用費を

計上しています。接続促進費は、整備人口と過年度の実績値を基に算出してい

ます。 

減価償却費 

減価償却費は、管きょ施設等、長期間にわたって利用する資産を購入した場

合、その購入価額を一旦、資産として計上し、当該金額を資産の耐用年数にわ

たって規則的に費用として配分して算出しています。  

減価償却費についても、企業債償還金と同様に令和3(2021)年度までに取得済

みの資産に係る減価償却費に、令和4(2022)年度以降に取得予定の資産に係る減

価償却費を加えて推計しています。 
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5-3．投資・財政計画（収支計画）のポイント 

策定した収支・財政計画（収支計画）は、総支出に対して不足する財源を繰入金と

して受け入れることで、計画期間内では収支均衡となっています。しかし、経費回収

率の現状を踏まえれば、過度な企業債を負担することなく、施設のライフサイクルコ

ストを最小限に抑えながら事業を効率的に運営していくことが重要です。これらの観

点から、収支・財政計画（収支計画）の中でポイントとなる項目について取り上げま

す。 

 

（１）経費回収率の推移 

計画期間を通じて経費回収率は90％程度となります。今後は、必要に応じて広域化・

共同化、使用料体系の見直しなどを検討し、徐々に経費回収率を増やし、全国平均（加

重平均）の100％に近づけていくことを目指します。 

 

 
図20 経費回収率の予測結果 
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（２）建設改良費と企業債償還金の推移 

建設改良費は、年度ごとの管きょ整備量に従い建設改良費を計上しています。管き

ょ整備費用は、毎年930百万円程度で推移しており、これに伴い企業債償還金も増加す

る計画にあります。 

また、建設改良費については、年度によって差異はありますが、年間投資額の平準

化に努めていきます。 

 

 

図21 建設改良費と企業債償還金の予測結果 

 

 

図22 建設改良費の内訳 
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（３）他会計繰入金の推移 

本計画における他会計繰入金は、毎年の管きょ整備に伴い企業債償還金が上昇する傾向

となり、令和14(2032)年度では約742百万円を要するものとなります。管きょ整備後にピ

ークを迎えた後は減少傾向となる見込みです。 

使用者負担の原則によれば、支出は使用料収入で賄うことが望ましいとされていますが、

公共下水道事業は、企業債償還費の増大による収支の不足分を他会計繰入金で補っている

のが現状です。 

管きょ整備には多額の初期投資を要することから、償還額の負担は世代間負担の公平性

を確保する観点からもやむを得ないものと考えています。しかしながら、適正な負担水準

を維持するとともに次世代に過度な負担を先送りしないためにも、コスト削減や使用料収

入の確保に努めます。 

 

 
図23 他会計繰入金の予測結果 
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5-4．投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の概要 

（１）今後の投資についての考え方・検討状況 

 

（２）今後の財源についての考え方・検討状況 

 

  

広域化・共同化・最適化に関する事項 

愛知県は国の要請に基づき、市町村の枠を超えた

下水道施設の広域化・共同化の検討に着手してお

り、本町も広域化・共同化の実現に向け検討（ハー

ド対策及びソフト対策）を行い、実現性のあるもの

に着手していきます。 

投 資 の 平 準 化 に 関 す る 事 項 

当面の間、市街化区域を優先的に未普及解消に努

めていく予定であり、管きょ整備費用については、

平準化された建設改良費を計上しています。 

民 間 活 力 の 活 用 に 関 す る 事 項 

（PPP/PFIなど） 

 民間活力を直ちに活用できる施設等を有してい

ないため、管きょ施設の維持管理等で民間活力を活

用できる業務について費用対効果を考慮し検討し

ていきます。 

そ の 他 の 取 組 

 社会情勢や経済性を考慮して、必要に応じてスト

ックマネジメント計画を見直し、効果的な投資計画

を検討していきます。 

使用料の見直しに関する事項 

 安定的に維持管理を行っていくためには、使用料収入の確

保が不可欠であるが、現時点では、供用開始からの年数も浅

く、普及率も水洗化率も低いため、これらの向上が最優先と

考えます。使用料改定等の検討については、社会情勢や経営

状況を把握し、必要に応じて使用料の見直しを検討していき

ます。 

資産活用による収入増加の 

取組について 
土地、施設を有していないため、検討は行っておりません。 

そ の 他 の 取 組 
 建設改良費について、国庫補助金や交付税措置の有利な企

業債等、適切な財源確保を検討していきます。 
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（３）投資以外の経費についての考え方・検討状況 

 

 

 

 

民間活力の活用に関する事項 

（包括的民間委託等の民間委託、指

定管理者制度、PPP/PFIなど） 

 計画期間内においては、管きょ整備を進めていく段

階であるため、民間活力の活用について検討は行って

おりません。 

職員給与費に関する事項 

 公営企業法及び関連法令等によれば、同職種の職員

給与については一般会計等の職員給与に準ずるべき

であるため、本町においてはその方針に従っておりま

す。 

動力費に関する事項 
 処理場及びマンホールポンプを有していないため、

検討は行っておりません。 

薬品費に関する事項 
 処理場を有していないため、検討は行っておりませ

ん。 

修繕費に関する事項 
 供用開始から12年しか経過していないため、計画期

間中に大規模な修繕等は見込んでおりません。 

委託費に関する事項 
 統合できる委託業務について検討し、経費の節減及

び効率化に努めます。 

その他の取組 
 接続促進等、財源確保の取組について、費用対効果

を考慮し検討していきます。 
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6-1．事後検証、改定等に関する事項 

総務省公表の経営戦略策定ガイドラインに

おいて、「改定に当たっては、経営戦略に基づ

く取組における毎年度の進捗管理と一定期間

（3～5年毎）の成果を検証・評価した上で行い、

より質の高い経営戦略にすること。」とされて

います。 

PDCAサイクルの確立を通じて計画的経営を

実現するとともに、将来にわたって安定的に質

の高いサービスの提供体制を確保していくこ

とが責務と考え、検討した経営分析や収支計画

について、毎年度実績と比較を行い、5年ごと

の中期スパンにおいて経営戦略の再検討を行います。 

ただし、経営環境に大きな変化が生じた時は直ちに改定します。改定にあたっては、

各種経営指標の達成度を検証・評価するものとします。 

 

表3 経営戦略の改定予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 度 予 定 

令和 4(2022)年度  経営戦略の改定作業・公表 

令和 5(2023)年度  

令和 6(2024)年度  

令和 7(2025)年度  

令和 8(2026)年度  経営戦略の改定作業・公表 

令和 9(2027)年度   

令和 10(2028)年度  

令和 11(2029)年度  

令和 12(2030)年度  経営戦略の改定作業・公表 

第６章 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 

Plan

（経営戦略策
定・改定）

Do

（取組の実
施）

Check

（検証）

Action

（再検証）

図24 PDCA サイクル 
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6-2．経費回収率の向上に向けたロードマップ 

国土交通省より、「社会資本整備交付金交付要綱の改正について」（令和 2(2020)年 3

月 31 日国官会第 29901 号）及び「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の

推進についての留意事項」(国土交通省事務連絡令和 2(2020)年 7 月 22 日)が出されま

したので、同通知に基づき、経費回収率の向上に向けたロードマップを以下に示しま

す。 

経費回収率は、水洗化率向上の取組により、使用料収入が増えることで徐々に向上

する見込みです。ただし、本町の下水道事業は、供用開始から経過年数が浅く、公共

用水域の水質保全の確保のため、下水道施設の未普及地域の整備を推進していくこと

から、経費回収率の現状維持を目指していくものとします。 

そのため、毎年度、収支計画と決算を比較することによりどの程度の乖離が生じて

いるかを把握するとともに、経営指標による評価を行い、下水道使用料改定の必要性

の有無を確認します。 

 

表 4 経営回収率の向上に向けたロードマップ 

 

 

 

 

項目 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

経営戦略計画期間

経営指標の検証

水洗化率向上の取組

投資財政計画見直し ● ●

使用料改定の必要性検討 ● ●

経営戦略の改定作業 ● ●
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用語解説 

用語 説明 

あ行 

維持管理費 

日常の下水道施設の維持管理に要する経費で、処理場、ポンプ場

等の電気代等の動力費、処理場の薬品費、補修費、委託費等とそれ

に係る人件費等によって構成。 

一般会計繰入金 

地方公営企業がその経費の一部に充てるため、一般会計から繰入

する資金。総務省が示す繰出基準に沿った基準内繰入金と、事業運

営上の必要性などから独自に繰入する基準外繰入金がある。 

汚水資本費 
管きょ施設を含む汚水処理施設の建設費のうち、使用料として回

収すべき費用。 

汚水処理原価 

汚水処理に要した経費を有収水量で除したもの。有収水量1   あ

たり、どれくらいの経費が汚水処理費用に要するかを見る指標で、

低い方がよい。 

か行 

企業債 
地方公営企業が行う建設改良事業等に要する資金に充てるため

に起こす地方債のこと。 

企業債残高対事業

規模比率 

事業規模に比して企業債残高（一般会計負担分を除く）がどれく

らいあるのかを見る比率。 

繰入金（繰出金） 

一般会計から下水道事業会計に繰り出されるお金（町民の税金）

のこと。基準内繰入金と基準外繰入金がある。一般会計側から見た

ときは「繰出金」と呼ぶ。 

繰出基準 

総務省から公営企業に対する一般会計からの繰出基準（一般会計

が負担すべき経費）が示されている。 

・繰出基準に合致する経費は基準内繰入と呼ぶ。 

・繰出基準に合致しない経費は基準外繰入と呼ぶ。 

経営比較分析表 

地方公営企業の経営の状況や施設の状況等の各種指標を経年的

にグラフ形式で示したもの。経年比較や他団体との比較分析によっ

て、経営の現状や課題を把握することができる。 

経費回収率 
汚水処理に要した費用に対する、使用料による回収程度を示す指

標。汚水処理に係る全ての費用を使用料により賄うことが原則。 

減価償却費 

土地を除く建物、備品、車両運搬具等の有形固定資産の価値は、

時の経過に伴い減少するため、会計上の 1 期間において、費用とし

て計上される当該有形資産の減少分の金額。 

建設改良費 固定資産の新規取得またはその価値の増加のために要する経費。 

公共下水道 

主として市街地における下水を排除または処理するために市町

村が管理する下水道。広義では特定環境保全公共下水道及び特定公

共下水道も含み、狭義ではこれらは含まない。 
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広域化・共同化 
効率的な事業運営を目的に、複数の汚水処理施設の統合や、運

営・管理を一括で行うことを指す。 

さ行 

施設利用率 

施設の一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水量の

割合であり、施設の利用状況や適正規模を判断する指標。一般的に

は高い数値であることが望ましい。 

（算式）晴天時一日平均処理水量÷晴天時現在処理能力×100％ 

指定管理者制度 

地方自治体が所管する公の施設について、管理、運営を民間事業

会社やその他の団体に委託することができる制度。施設の管理、運

営に民間のノウハウを導入することで、効率化を目指す。 

資本費 

借り入れた地方債の元利償還金と取扱諸費の合計に相当するも

の。企業会計方式を採っている場合、資本費は減価償却費、企業債

等支払利息及び企業債取扱諸費が相当する。 

資本的収支 
企業の将来の経営活動に備えて行う建設改良及び建設改良に係

る地方債償還金などの支出と、その財源となる収入。 

収益的収支 
一事業年度の企業の経営活動に伴い発生する全ての収益とそれ

に対応する全ての費用。 

収益的収支比率 

総収益/（総費用+地方債償還金）×100 で計算され、使用料収

入や一般会計からの繰入金等の総収益で、総費用に地方債償還金を

加えた費用をどの程度賄えているかを表す指標。 

浄化槽 
各家庭、小規模団地等にて、し尿や生活雑排水を浄化し排出する

ための施設。 

使用料 
下水道の維持管理等の経費に充てるため、条例に基づき使用者か

ら徴収する使用料。 

使用料単価 

使用料の対象水量 1  当たりの使用料収入で、使用料の水準を示

す。 

（算式）使用料÷年間総有収水量 円/  

水洗化率 
下水道の処理区域内人口のうち、実際に下水道に接続している人

口の割合。 

全県域汚水適正処

理構想 

県内市町村全域の汚水処理施設の整備を計画的・効率的に進める 

ため、地域特性等を考慮して、公共下水道、農業集落排水施設、 

及び合併処理浄化槽の各種汚水処理施設の特長を活かした整備区 

域を設定する構想。県内の全市町村が一斉に策定し、県が県全体 

の構想として取りまとめる。 

ストック 

マネジメント計画 

長期的な視点で下水道施設全体の老朽化の進展状況を考慮し、優

先順位付けを行い、施設の点検・調査、修繕・改築を実施し、施設

全体を対象とした管理を最適化することを目的とした計画。 
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た行 

他会計繰入金 一般会計繰入金のことを指す。 

地方公営企業 

地方公共団体が住民の福祉の増進を目的として経営する企業。企

業として合理的、能率的な経営が求められ、租税ではなく提供する

サービス等の対価である使用料収入によって運営される。 

法令により地方公営企業として運営することが義務づけられて

いる上水道、鉄道、電気、ガス等の事業のほか、その他の事業でも

条例により任意で地方公営企業として運営することもできる。 

一般会計が現金主義・単式簿記方式を採っているのに対して、地

方公営企業は企業会計方式により経理が行われる。 

長期前受金(戻入） 

償却資産の取得または改良に伴い交付される補助金等について

「長期前受金」として負債に計上し、耐用年数に応じて毎事業年度

「長期前受金戻入」として収益化する。 

は行 

PFI 

民間のノウハウを活用し、公共施設等の整備、運営等を行う手法

である。PFI（Private Finance Initiative）は民間の資金、経営

能力及び技術能力を活用して公共施設等の建設、維持管理、運営等

を行う公共事業を実施するための手法。 

PPP 

公民が連携して公共サービスの提供を行うスキームを PPP 

（Public Private Partnership：公民連携）と呼ぶ。PFI は、PPP

の代表的な手法の一つ。 

包括的民間委託 

従来の仕様発注に基づく業務委託と違い、民間業者に対して施設

管理に放流水質などの一定の性能の確保を条件として課す性能発

注方式。運転管理方法等の詳細や電力、水道及び薬品等の調達や補

修の実施など民間業者の業務範囲を増やすことにより、民間活力を

導入し維持管理コストの縮減を図る手段の一つ。 

や行 

有収水量 使用料徴収の対象となる水量。 

ら行 

流域関連 

公共下水道 
流域下水道に接続して下水を流す公共下水道。 

流域下水道 
二つ以上の市町村にまたがって下水道を整備する際に，都道府県

が管きょの一部及び処理施設の設置管理するものをいう。 

ライフサイクルコ

スト 

施設・設備における新規整備、維持、修繕、改築等を含めた生涯

費用の総計をいう。 
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経営比較分析表（令和 2(2020)年度決算） 

 

 


